
関係団体の長殿
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日頃から労働者の健康確保対策の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

石綿のばく露等の防止については、石綿障害予防規則(平成 17年厚生労働省令第

21号。)に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらか

じめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)するとともに、一定規模

以上の建築物及び工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調

査結果を報告することが事業者に義務付けられています。

こうした中、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2

号)及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第 10号)

等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、エ

作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます(参考

1から 4 参照)。

また、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第Ⅱ1号)

により、令和 8年1月1日から、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認

するため、石綿障害予防規則第4条の2に基づく事前調査結果等報告の様式第1号が

一部改正されます(同封の様式第1号及び参考5参照)。

関係団体の皆様におかれましては、会員企業その他関係者の皆様方に対し、改正内

容の周知についてご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の周知について(要請)

東労基発1鄭第2号

令和7年口月8日
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(参考資料)

参考1 -部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に当たっては工

作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!(リーフレット)

(https ://WWW. ishiwata, mh lw.即.ル/pdf/1eafle t-a4-r7.加 D

参考2 工作・物石綿事前調査者

(https://WWW. ishiwata.Ⅲhlw.曹0.jp/血Vestigator-stNctures/)

参考3 工作物石綿事前調査者等の講習を実施する機関や受講資格等

(h ttps ://WWW. ish iwa ta.肌h lw. go.ル/course/)

参芳4 東京労働局 YOUT此e公式チャンネル丁工作物」の工事の石綿

(アスベスト)の事前調査は、令和 8年1月1日以降着工の工事

から有資格者が行う必要があります!」

(https ://WWW. you tube. C0皿/watch?V・Qgihtcnz_P帥

参老5 事前調査結果報告システムについて

(ht tps ://WWW. ish iwa ta.皿h lw. go, jp/re SⅡ l t-repor ting-sys tem/)

下表①~⑤に該当する工事については、事前調査の結果を労働基

準監督署及び都道府県等に対し、原則として石綿事前調査結果報告

システムによって報告する必要があります。
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①

②

建紺勿の解体工事解体イ乍拘橡の床面積の合計8011f以上)

③

建築物の改修丁事(請負1金額100万円以上(村鬮)

工作物侠D 啼獣・改修工事信青負金額100万円以上(税込))

④

建築物と工祚物が混任ずるものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合であって、
次のア又はイのいず洲、1つでも該当する場合
ア建窯勿の解体工事に係る部分の床面積の合計が80n似上
イ建梨物及びエイ乍物の両方を含めた工事全体の請負金額100万円以上(秒拠)

表労働基準監督署への報告が必要な文豫工事

⑤

石綿等が使用されているおそれの高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定※1

める工作物(特定工作物)に限る。

労働基準監督署のみに対して報告が必要。※2

鋼製の肌舶の解体・改修工事(総トン数20トン以■ 俵2)
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様式第1号(第4条の2関係)

^

事業者の名称

^ ^^■^^■^^^^^^^

担当者のメールアドレス

1

(表面)

事業者の住所

1

都道府県・市区町村名等

作業場所の住所

住所(続き)

^^^^^^^^^^^^■■

1

工事の名称

1

工事の概要
1

事前調査結果等報告

建築物、工作物又は船舶の新築工事の着工日

都道府県・市区町村名等

延べ床面積

住所(続き)

一

その他工作物・船舶
※複数選択可

事業者の代表者氏名

解体工事を行う床面積の合計

事業者の電話番号

解体工事又は改修工事の諸負金額

口反応槽口加熱炉ロボイラー及び圧力容器口配管設備口焼却設備 U 煙突口貯藏設備口発電設備口変電設備口配電設備

〒"."ff.・,1;、、・丈・ 11 !'邸ミ「':譯,゛
^

^

口送電設備ロトンネルの天井板区プラットホームの上家口遮音壁口軒量盛士保護パネル

氏名

西暦

修了した講習の区分
※複数選択可

氏名

階数(地上階)

年

・N謹羨す得澄汽饗i゛於凝墾々^電更矯'1翁饗'P茶宥」

氏名

ヨ

ト'援: T,

月

r

事業者の名称

E

労働保険番号
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1

構造

江遜靈^鷺^J、,汚*ミーM・'1-誠゛〆涼一余浜議ゑ雛烹f窯護^麗,点袋礁淡嫉良,,"裂や一卿灣慰誠姪発江",念'離"ヲ艷鴛ゞ瓢

口木造口 RC造口 S造口その他

解体工事又は改悠工事の実施期間

階数(地下階)

^

ーヲ

:万円

ニ:」ル.";!ξdヒ'割、゛"ミ

石綿に関する作業の開始日

翁・ーゞ飢澄笹聖二一f-

区特定口一般口一戸建て等口工作物●船舶口その他

都道府県1 -1所制-1管轄

:階建

西暦

講習実施機関の名称

口

耐火

鉄道の駅の地F式構造

部分の壁及ぴ天井板

゛気づ私:?・博'島t発,,・工寺託姦良亀茜声ユ^顎,賢店盲郡亘璽風電壽琴嵩秩が、訂*・暁゛苛奥、に都注{,,稔峨ξ諸'拡y、

年

講習実施機関の名称

口耐火口雄耐火口子の他

、葬織纖^謠燮瀦也

月

西暦

ー:基幹番号

日~西暦

冒

事業者の電話蕃号

E
観光mエレベーター

の昇降路の囲い
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口なし〔又は不明)

事業者の住所

口元方(元1剖事業と同じ

事前調査を
実施した者

分析調査を
実施した者

都道府県・市区町村名等

住所(統き)

氏名

事業者の名称

修了した講習の区分
※複数避択可

労働保険番号

氏名

口なし(又は不明)

^

事業者の住所

^

口元方(元請)事業と同じ

事前調査を
実施した者

^

分析調査を
実施した者

都道府県・市区町村名等

住所(続き)

都道府県1 -'1所纂-1管轄

氏名

事業者の名称

悠了した講習の区分
楽複数遺択可

労衝保険番号

氏名

1

講習実施機関の名称

口なし(又は不明)

口特定口一般口一戸建て等 E工作物口船舶口その他

講習実施機関の名称

事業者の住所

甲^

:_ー:基幹番号
,

口元方(元諸)事業と同じ

.

事前調査を
実施した者

冒

事業者の電話番号

分析調査を
実施した者

都道府県・市区町村名等

住所(続き)

都道府察:・:所掌:ー:管轉

氏名

修了した講習の区分
※複数選択可

ー,枝番号

1

司

氏名

冒

講習実施機関の名称

冒

冒

口特定口一般口一戸建て等白T作物区船舶口その他

'

講習実施機関の名称

ー:基幹番号
冒

冒

事業者の電話番号

ー:枝番号
皿

.

講習実施機関の名称

口特定口一般口一戸建て等口上作物口船舶口その他

講習実施機関の名称

一
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様式第1号(第4条の2関係)(裏面)

作業対象の材料の種類

吹付け材

保温材

1

煙突断熱材

1

屋根用折版断熱材

耐火被霧材(吹付け材を除く、けい酸力
ルシウム板第2種を含む)」

1

①口②口③口④口⑤口⑥口

1 1

仕上塗材
1

1

' スレート波板
、

石綿使用の有無

1

有

スレートボード
1Ξ

1

有と
みなす

^

口

屋根用化粧スレート

けい酸カルシウム板第1種

口

口

1

1

口

ト
押出成形セメント板

石綿使用なしと判断した根拠
棄石綿使用が無の場合のみ記載
①目視②股計図書(④を除く。)③分析
④材料製造者による証明⑤製造年月日無

口

1 :

口

パルプセメント板

図

口

口

事前調査結果等報告

ビニル床タイル

口

.

口

①口②口③口④口⑤口

!

口

窯業系サイディング

口

口

①口②口③■④口⑤口

口

石膏ポード

区

口

①口②口③図④内⑤口

1

区

ロックウール吸音天井板

区

図

①口②口③口④口⑤口

区

その他の材料

月年 口

労働基準監督署長殿

備老
1 「労働保険番号」の棚は、一括有期事業の場合は当該事業に係る労働保険番号、一括有期事業ではない場合は、各事業者の継続事業に係る労働保険番月を記載すること。
2 「舗負事業者に閏する亭項」の梱は、当該作業を請け負わせている事業者がいる場合に、全ての需負事業者について記入すること.
「諸負事業者に関する事項」の「車前羽査を史楠した者」及ぴ「分析調査を実施した者」の棚は、元請事業者に閏する事項と同・ーとなる場合は、同様に記載すること。
「解体工事寺行う床面枯の合計」の欄は、建築物の解体上事に該当する場合に記入すること.なお、建築物の解体工事とは、建築物の塵、柱及び床を同時に撤去する工事をいうこと。
「解体下事又は改修工事の請負金額」の棚は、建築物の改修工事又は工作物の解体工事着しくは改修τ事に該当する場合に記入すること。
「石綿に閏する作業の閣始日,の棚は、石綿が使用されている又は使用されているとみなして工事逸行う場合に記入すること。
「講習実施機関の名称」の剃は、事前綱査を実施した者が・・般社団法人日本アスベスト胡賓診出協会翌録者である場合には、その旨を記入すること。
「作業に係る石綿作業主任者」の「氏名」の榔は、石綿使用建築物等解体等作業がある場合に必ず記入すること.なお、報告時点で末選任の場合は、選任予定者を記入すること。
9 裏向の記載は、請負事業者がいる場合は、諸負事業者に訥け負わせる作業に係るものも含めて、作業対象の材料に該当するもの全てについてまとめτ記入すること。
10 「石綿使用の有無」の棚は、 6綿を含有しているものとみなす場合は、「有とみなす」に記入すること。
Ⅱ「6綿使用なしと判断した根拠」の棚は、①から⑤までのうち該当するものが複数ある場合には、その全てを記入すること。
n 「切断等の有無」の棚は、材料のりJ断、破砕、穿〔せん)孔、 ef磨等を行う作業の有無について記入するこ巴。
13 「作業時の措置」の欄は、報告の時点で予定しτいる措債寺記入すること.また,①から⑥までのうち該当するものが複数ある場合には,その全てを記入すること。

口

口

①口②口③口④口⑤口

口

口

口

①口②口③口④口⑤口

区

口

口

①口②口③口④口⑤口

口

作業の種類

除去

口

口

事業者駐氏名

①口②口③口④口⑤口

口

口

口

封じ込め

口

①口②口③口④口⑤口

口

区

口

口

口

①口②口③口④口⑤口

口

囲U.、込み

口

口

日

口

①口②口③口④口⑤口

口

切断等の有無

口

口

口

口

口

①口②口③口④口⑤口

口

口

有

口

口

口

口

①口②口③口④口⑤口

口

口

口

作業時の措置
①負圧隔艇②隔離(負圧なし)
③湿滴化@除じん性能を有する電動工異の使用
母Xa、④以外の粉じん発散防止措貴
値河吸用保綬具の捷用

口

口

①図②図③口④口⑤口

口

ワ

口

口

口

①区②口③区④口⑤口

区

口

目

口

①区②図③図④■⑤口

区

①口②口③口④口⑤口⑥口

口

①口②区③図④区⑤区

口

①口②口③口④口⑤口⑥口

口

口

①口②口③口④口⑤口⑥白

口

口

①口②口③口④口⑤口⑥口

①区②口③口④口⑤口⑥口

口

口

①口②口③口④口⑤口⑥口

口

口

①口②口③口④口⑤口⑥口

口

口

①口②口③口④口⑤■⑥口

口

口

①口②口③口④口⑤国⑥口

口

口

①口②口③区④口⑤区⑥口

区

口

①口②口③図④図⑤口⑥口

国

口

①口②口③区④口⑤区⑥口

区

図

①口②口③区④口⑤口⑥口

口

口

①口②口③区④口⑤口⑥口

口

口

①区②口③口④口⑤口⑥口

口

①団②口③口④口⑤口⑥口

無


